
 
横浜市介護福祉士専門学校学費補助事業補助金交付要綱 新旧対照表 

現 行 改正案 改正内容 
横浜市介護福祉士専門学校学費補助事業費補
助金交付要綱 
 

制定 令和元年７月 31 日健高健第 273
号（健康福祉局長決裁） 
最近改定 令和３年９月 29 日健高健第 900
号（健康福祉局長決裁） 
 
第１条～第４条 省略 
 
第５条 補助金規則第５条第１項の規定によ
り市長が定める補助金交付申請書の提出期
限は、補助事業等の内容を考慮し、市長がそ
の都度指定するものとする。  

２ 本事業について、補助金規則第５条第１項
の規定により補助金の交付を受けようとす
る者は、横浜市介護福祉士専門学校学費補
助事業費補助金交付申請書（第１号様式及
び別紙１）、補助金調書（第１号様式別添
１）、在学証明書（第１号様式別添１－２）

横浜市介護福祉士専門学校学費補助事業費補
助金交付要綱 
 

制定 令和元年７月 31 日健高健第 273号
（健康福祉局長決裁） 

最近改定 令和４年９月 30 日健高健第 919
号（健康福祉局長決裁） 

 
第１条～第４条 省略 
 
第５条 補助金規則第５条第１項の規定によ
り市長が定める補助金交付申請書の提出期
限は、補助事業等の内容を考慮し、市長がそ
の都度指定するものとする。  

２ 本事業について、補助金規則第５条第１項
の規定により補助金の交付を受けようとす
る者は、横浜市介護福祉士専門学校学費補助
事業費補助金交付申請書（第１号様式及び別
紙１）、介護福祉士等修学資金貸付決定通知
書、補助金調書（第１号様式別添１）、在学

 
 
 
 
 
更新 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
追加 
 



現 行 改正案 改正内容 
及び雇用証明書（第１号様式別添１－３）を
市長に提出するものとする。 

 
３ 助成金額の算定において端数が生じた場
合は、千円未満を切り捨てるものとする。 

４ 補助金規則第５条第３項の規定により、市
長が補助金交付申請書への記載又は添付を省
略させることができる事項及び書類は、同規則
第５条第２項第２号及び第３号に定めるもの
とする。 
 
第６条～第 16 条 省略 
 
附 則 
この要綱は、令和元年７月 31日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、令和３年９月 30日から施行する。 

証明書（第１号様式別添１－２）及び雇用証
明書（第１号様式別添１－３）を市長に提出
するものとする。 

３ 助成金額の算定において端数が生じた場
合は、千円未満を切り捨てるものとする。 

４ 補助金規則第５条第３項の規定により、市
長が補助金交付申請書への記載又は添付を省
略させることができる事項及び書類は、同規則
第５条第２項第２号及び第３号に定めるもの
とする。 
 
第６条～第 16 条 省略 
 
附 則 
この要綱は、令和元年７月 31 日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、令和３年９月 30 日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、令和４年９月 30 日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
追加 

 



  現 行 改正案 改正内容 

 
 
 
 
 
文言の修正 
 



 
改正案 現 行 改正内容 

押印欄の削除 
 
文言の修正 


